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「ニセコ町営住宅」入居者の公募について 

 

　ニセコ町営住宅の公募を行います。 

　公募する団地は、公営住宅が世帯用の部屋１９部屋、特定公共賃貸住宅の単身用１

部屋の２０部屋公募いたします。 

　公営住宅は、民間の賃貸住宅と異なり、毎年の収入の申告や同居者が転居する場合

の手続きなど、入居期間中にさまざまな義務や制約が発生します。公営住宅の制度や

趣旨についてご理解のうえ、お申し込みください 

　また、単身者用住宅１部屋は、特定公共賃貸住宅から１部屋募集いたします。 

　単身用住宅の特定公共賃貸住宅は公営住宅とは異なった基準により入居基準が定

められておりますので公営住宅同様にその基準や制度をお確かめの上、ご応募下さい。 

 

Ⅰ　公営住宅 

 

１　公募団地　＜全１９戸＞ 

 

※　家賃については、世帯の所得等に応じて決定します。 

 

 

１
有島団地 

４号棟 １０３号室

住　所：　ニセコ町字有島１番地１ 

１ＬＤＫ　（住戸面積　３４．３５㎡） 

昭和４４年建設　簡易耐火平屋 

家賃目安：４，９００円～１５，９００円 

駐車スペース：無

 

２
富士見団地 

１号棟 １０３号室

住　所：　ニセコ町字富士見３１番地１２ 

３ＬＤＫ　（住戸面積　６１．９９㎡） 

昭和５８年建設　簡易耐火二階 
（※１階部分が物置となっているため、実質 3階建ての 2階のお部屋です） 
家賃目安：１０，９００円～３５，６００円 

駐車スペース：有
 

３
富士見団地 

３号棟 １０２号室

住　所：　ニセコ町字富士見３１番地１２ 

３ＬＤＫ　（住戸面積　６１．９９㎡） 

昭和５８年建設　簡易耐火二階 
（※１階部分が物置となっているため、実質 3階建ての 2階のお部屋です） 
家賃目安：１０，９００円～３５，７００円 

駐車スペース：有

 

４
富士見団地 

３号棟 ２０１号室

住　所：　ニセコ町字富士見３１番地１２ 

３ＬＤＫ　（住戸面積　６１．９９㎡） 

昭和５８年建設　簡易耐火二階 
（※１階部分が物置となっているため、実質 3階建ての 3階のお部屋です） 
家賃目安：１０，９００円～３５，７００円 

駐車スペース：有
 

５
富士見団地 

５号棟 ２０１号室

住　所：　ニセコ町字富士見３１番地１２ 

３ＬＤＫ　（住戸面積　６１．９９㎡） 

昭和６１年建設　簡易耐火二階 
（※１階部分が物置となっているため、実質 3階建ての 3階のお部屋です） 
家賃目安：１１，３００円～３６，８００円 

駐車スペース：有
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６
新有島団地 

１号棟 ２０４号室

住　所：　ニセコ町字有島１８番地３２ 

３ＬＤＫ　（住戸面積　６１．９９㎡） 

昭和６１年建設　簡易耐火二階 
（※１階部分が物置となっているため、実質 3階建ての 3階のお部屋です） 
家賃目安：１１，１００円～３６，１００円 

駐車スペース：有
 

７
新有島団地 

２号棟 ２０２号室

住　所：　ニセコ町字有島１８番地３２ 

３ＬＤＫ　（住戸面積　６１．９９㎡） 

昭和６２年建設　耐火二階 
（※１階部分が物置となっているため、実質 3階建ての 3階のお部屋です） 
家賃目安：１１，２００円～３６，４００円 

駐車スペース：有
 

８
新有島団地 

２号棟 ２０４号室

住　所：　ニセコ町字有島１８番地３２ 

３ＬＤＫ　（住戸面積　６１．９９㎡） 

昭和６２年建設　耐火二階 
（※１階部分が物置となっているため、実質 3階建ての 3階のお部屋です） 
家賃目安：１１，２００円～３６，４００円 

駐車スペース：有
 

９
新有島団地 

３号棟 １０２号室

住　所：　ニセコ町字有島１８番地３２ 

３ＬＤＫ　（住戸面積　６１．９９㎡） 

昭和６２年建設　耐火二階 
（※１階部分が物置となっているため、実質 3階建ての 3階のお部屋です） 
家賃目安：１１，２００円～３６，４００円 

駐車スペース：有
 

１０
新有島団地 

５号棟 １０２号室

住　所：　ニセコ町字有島１８番地３２ 

３ＬＤＫ　（住戸面積　６１．９９㎡） 

昭和６３年建設　耐火二階 
（※１階部分が物置となっているため、実質 3階建ての 2階のお部屋です） 
家賃目安：１１，４００円～３７，１００円 

駐車スペース：有
 

１１ 望羊団地 
Ｃ棟 ２０１号室

住　所：　ニセコ町字有島３番地５３ 
３ＬＤＫ　（住戸面積　６７．０８㎡） 
平成５年建設　耐火中層 
（※１階部分が物置となっているため、実質 4階建ての 3階のお部屋です） 
家賃目安：１２，５００円～４０，７００円 
駐車スペース：有

 

１２ 望羊団地 
Ｄ棟 ２０２号室

住　所：　ニセコ町字有島３番地９ 
３ＬＤＫ　（住戸面積　６７．０８㎡） 
平成５年建設　耐火中層 
（※１階部分が物置となっているため、実質 4階建ての 3階のお部屋です） 
家賃目安：１２，５００円～４０，７００円 
駐車スペース：有

 

１３ 望羊団地 
Ｅ棟 １０４号室

住　所：　ニセコ町字有島３番地５４ 
３ＬＤＫ　（住戸面積　６９．６３㎡） 
平成５年建設　耐火中層 
（※１階部分が物置となっているため、実質 4階建ての 3階のお部屋です） 
家賃目安：１２，９００円～４２，３００円 
駐車スペース：有
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※　望羊団地については、今後改修工事を予定しております。１１と１２のお部屋に

ついては令和１０年頃に改修を予定しているため、令和９年頃に転居していただく

必要があるお部屋です。１３から１９のお部屋についてはそれ以降に工事の有無を

含め検討中としております。 

ご承知いただいた上でご応募ください。 

 

 

 

１４
望羊団地 

Ｅ棟 ３０１号室

住　所：　ニセコ町字有島３番地５４ 

３ＬＤＫ　（住戸面積　６９．６３㎡） 

平成５年建設　耐火中層 
（※１階部分が物置となっているため、実質 4階建ての 4階のお部屋です） 
家賃目安：１２，９００円～４２，３００円 

駐車スペース：有
 

１５
望羊団地 

Ｅ棟 ３０４号室

住　所：　ニセコ町字有島３番地５４ 

３ＬＤＫ　（住戸面積　６９．６３㎡） 

平成５年建設　耐火中層 
（※１階部分が物置となっているため、実質 4階建ての 4階のお部屋です） 
家賃目安：１２，９００円～４２，３００円 

駐車スペース：有 
 

１６
望羊団地 

Ｇ棟 １０１号室

住　所：　ニセコ町字有島３番地５３ 

２ＬＤＫ　（住戸面積　６２．５６㎡） 

平成５年建設　耐火中層 

家賃目安：１０，９００円～３５，６００円 

駐車スペース：無

 

１７
望羊団地 

Ｇ棟 ２０１号室

住　所：　ニセコ町字有島３番地５３ 

２ＬＤＫ　（住戸面積　６２．５６㎡） 

平成５年建設　耐火中層 

家賃目安：１０，９００円～３５，６００円 

駐車スペース：無

 

１８
望羊団地 

Ｇ棟 ３０１号室

住　所：　ニセコ町字有島３番地５３ 

２ＬＤＫ　（住戸面積　６２．５６㎡） 

平成５年建設　耐火中層 
（※１階部分が物置となっているため、実質 4階建ての 4階のお部屋です） 
家賃目安：１０，９００円～３５，６００円 

駐車スペース：無
 

１９
望羊団地 

Ｈ棟 ３０１号室

住　所：　ニセコ町字有島３番地９ 

２ＬＤＫ　（住戸面積　６２．５６㎡） 

平成５年建設　耐火中層 

家賃目安：１０，９００円～３５，６００円 

駐車スペース：無
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２　申込期間　令和８年７月１日（水） ～  

令和８年７月１５日（水)　※必着 

 

場　　所：ニセコ町役場　都市建設課　住宅管理係（庁舎１階） 

受付時間：９時００分から１７時００分（土曜日・日曜日・祝祭日を除く） 

 

 

３　入居資格 

　　公営住宅（世帯用）の入居資格は、次の各項を全て満たしていることが要件です。 

 

(1) 現在同居し、又はこれから同居しようとする親族がいること（婚約者含む）。 

　　単身で入居を希望される方は「10 その他（７）」をご覧ください。 

 

(2) ニセコ町に住所がある方、もしくは入居後ニセコ町の住民になる方。 

※ 町営住宅に住む方は、必ずニセコ町に住民票を置いていただきます。 

 

(3) 市町村民税や市町村の使用料などを滞納していない方 

 

(4) 算定する１ヶ月当たりの世帯の所得が１５万８千円以下であること。 

 

　 ※　世帯に中学生以下の子供・高齢者（60 歳以上）・障がい者等がいる場合は、収入月額

が２１万４千円以下に緩和されることがあります。詳細はお問い合わせください。 

 

 

(5) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。 

 

(6) 室内外に問わず、ペットを飼っていないこと（飼わないこと）。 

 

(7) 公営住宅で円満な団地生活ができること。また、申込者及び入居しようとする

家族が暴力団員でないこと。 

 

(8) 前住民が設置した設備等がある場合、その管理について責任を持

てる方。　　※１０その他、(8)に補足の説明があります。 

 

※　その他ご不明な点等については、お問い合わせください。 

部屋は現状引き渡しになりますので、見学を希望される方は、前日までに担当者

 収入月額の計算方法例（あくまで一例です。詳細はお問い合わせください）
 

家族人数（例） 2人家族
3 人家族 

(父・母・子)

4 人家族 
（父・母・子２人）

 世帯年間収入 3,512,000 円未満 3,996,000 円未満 4,472,000 円未満

 世帯年間所得(A) 2,275,600 円 2,753,600 円 3,134,400 円
 

公営住宅法で認める 
控除額(B)

給与・年金控除 100,000 円 
扶養（同居）控除380,000 円

給与・年金控除 100,000 円 
扶養（同居）控除 760,000 円

給与・年金控除 100,000 円 
扶養（同居）控除 

1,140,000 円

 世帯所得月額 
((A)－(B)÷12)

149,633 円 157,800 円 157,800 円
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にお申し出ください。 

なお、予約状況によってはご希望に添えない場合もありますのでご了承ください。 

 

 

４　申込に必要な書類 

 

(1) ニセコ町営住宅入居申込書・同意書（都市建設課で用意しています。） 

 

※　入居を希望する団地を必ず記載してください。 

 

(2) 入居する全員の住民票（続柄、本籍地などを省略していないもの） 

 

※　最新のもので、記載省略の項目が無いようにしてください。 

※　別居扶養者がいる場合は、その人の住民票も用意してください。 

 

(3) 入居する全員の所得を証明する書類 

 

※　「９入居する全員の所得を証明する書類の詳細について」をご確認いた

だき、必要な書類を提出してください。 

 
(4) 滞納の無いことの証明書（入居後に世帯主になる方のみ必要） 

 

※　お住いの市町村で発行できる滞納の無いことの証明書（納税証明書）を

添付してください（滞納がある場合はお申込みできませんので、完納した

上で申請してください）。 

※　非課税の方は、「非課税証明書」を用意してください。 

 

(5) 入居者のうち、ひとり親（寡婦）の方、障害を持っている方がいる場合は、そ

の事実がわかる書類（入居資格の所得算定に使用します） 

 

※　ひとり親（寡婦）…児童扶養手当証書、ひとり親医療費受給者証、寡婦

控除が記載された源泉徴収票等 

※　障がい者…精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳、療育手帳など 

 

(6) 結婚予定の方　 

入居後、３ヶ月以内に入籍し、かつ同居する方に限らせていただきます。 

入居資格審査の際に、婚約証明書に証明者の住民票を添付して提出してくださ

い。 

(婚約証明書の用紙が役場にありますのでお申し付けください。)。 

 

入籍後には、入籍を確認できる戸籍謄本または住民票のいずれかを提出してい

ただきます。 

３ヶ月以内に入籍しない場合は、すぐに住宅を明け渡してもらい、入居日から

の家賃を近傍同種の家賃で支払っていただきますので、ご注意ください。 
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※　近傍同種の家賃とは、民間家賃に準じて算出された家賃で、その住宅の

最も高い家賃です。 

 

 

(7) 離婚予定の方 

 

①　協議離婚の方　…　離婚予定年月日と双方の署名の入った任意様式 

②　離婚調停中の方　…　裁判所や弁護士等の発行する証明書 

 

※　入居の際、離婚が成立していることが要件になります。入居の際に離婚

後の戸籍謄本を提出していただきます。書類の提出がない場合は、入居決

定は無効になります。 

 

(8) 入居者または同居しようとする方に持ち家がある方 

入居者または同居しようとする方に持ち家がある場合は、「10 その他（３）」

をご覧ください。 

 

※　注意 

　　　　　・申込書などに不備がある場合は、受け付けできません。 

　　　　　・記入漏れ、誤記、添付書類などに不足がある場合は受け付けできません。 

 

 

５　申込書の配布・申込先 

 

　ニセコ町役場 都市建設課 住宅管理係 

　原則として、申込書の配布は入居を申し込みされる方が受取り、提出してくださ

い。 

 

遠方にお住まいの方や、持参することが困難な事情がある場合は、郵送により受

け付けしますが、受付期間内必着となります。 

なお、次のことにご注意ください。 

・申込書などに不備がある場合は、受け付けできません。 

・記入漏れ、誤記、添付書類などに不足がある場合は受け付けできません。 

 

 

６　入居申込者の審査 

　７月２７日（月）に入居者選考委員会を開催し、申込内容を審査し、入居者を決

定します。当選した方には、委員会終了後にお電話でご連絡します。落選された方

には郵送で通知をします（住民票、所得証明書及び滞納の無いことの証明書を返却

します）。 

なお、選考委員会開催日は変更になる場合がございます。 

 

 

７　選考委員会で入居決定した場合 

入居が決定した方は、入居の契約及び敷金の納付、上下水道の使用開始手続きを
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行います。詳細は決定した方に通知いたします。 

 

(1) 入居を開始する日 

・　入居の開始は、特別な事情がない限り、契約手続き及び敷金の納付後１０日

以内にしていただきます。また、住民票をニセコ町に移していただきます。 

 

(2) 入居契約に必要なもの 

①　入居者本人（世帯主）の印鑑証明書と印鑑登録をしている印鑑 

②　連帯保証人の印鑑証明書と印鑑登録をしている印鑑 

③　連帯保証人の所得を証明する書類（源泉徴収票のコピー、所得証明書　等） 

④　収入印紙（２００円分） 

 

(3) 連帯保証人の要件  

・　連帯保証人の要件は、入居者と同等以上の収入を有する方となります。 

 

(4) 敷金 

・　敷金は、本来家賃の２か月分です。入居前にお支払いただきます。 

 

(5) 契約等手続き及び敷金の納付期限 

・　入居決定後、契約等の手続き及び敷金の納付は、決定した日から１０日以内

に行なっていただきます。 

 

(6) 町内会への加入など 

・　入居開始後は、各団地の町内会に加入していただきます。 

・　町内会長さんに、町内会の内容について、説明を受けてください。 

・　冬期間の除雪は、入居者が行います。 

・　各団地のごみの収集日と、ごみの分別方法について、ニセコ町役場町民生活

課でお尋ねください。 

 

 

８　選考委員会で落選した場合 

　落選された方には郵送で通知し、住民票、所得証明書及び滞納の無いことの証明

書を返却します。落選後も入居を希望する場合は、新たに申し込みが必要となりま

す。 

 

 

９　入居する全員の所得を証明する書類の詳細について 

　前年の所得証明書を提出してください。諸事情がある場合については、源泉徴収

票でも構いません。退職・転職等の理由により、前年の所得証明書によることが申

込者に不利な取り扱いとなる場合は、以下を参考に書類を提出してください。 
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１０　そ　の　他 

 

(1) 入居申込書や提出書類などに誤りや、不正の事実があることが判明した場合は

決定を無効にすることがあります。また、入居後に不正の事実があることが判明

した場合は、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の

家賃の額とそれまでに納付された家賃の額との差額を、請求の日の翌日から町営

住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額

の２倍に相当する額以下で規則で定める額の金銭を支払っていただくこととな

りますで、ご注意ください。 

※　近傍同種の家賃とは、民間家賃に準じて算出された家賃で、その住宅の

最も高い家賃です。 

 

(2) 入居申込書に記載されていない方は、入居できません。入居するときになって、

同居者を変更することはできません。同居者の変更などがあった場合は、入居決

定を取り消します。ただし、申込み後に出生した子は除きます。 

 

(3) 入居者または同居しようとする方に持ち家がある場合は、原則申込みできませ

ん。 

持ち家を処分された方は、その事実を確認できる書面(建物登記簿謄本、売買契

約書、解体工事の請負契約書など)を提出していただきます。詳しくはお問い合わ

せください。 

 

(4) 共同生活を送るための協力ができない方は、申込みをご遠慮願います。 

 

(5) 入居が決定した際は、連帯保証人が必要となります。添付書類として、連帯保

証人の所得がわかる書類、印鑑登録証明書が必要となります。 

 

(6) 町営住宅には暖房器具や照明器具などの設備は設置されていません（一部団地

を除く）。それらの設備は入居者自身に用意していただきますので、あらかじめ

ご了承ください。 

 区分 収入の状況 証明期間 提出書類

 
給　与 
所得者

現在の勤務先に令和 7 年 1 月 1

日以前から勤務している方

令和 7年 1月 1日 
～12 月 31 日

勤務先が発行した令和 7 年分源泉徴収

票、または令和 8 年度課税(所得)証明書

 現在の勤務先に令和 7 年 1 月 2

日以降に就職した方

直近 12 か月、または 申

込みの直近月まで

勤務先の証明した給与支給証明書(直近 
12 か月または直近月まで)

 
年　金 
所得者

年金・恩給などで生活している

方
直近のもの

令和 8 年 6 月に届いた年金振込通知書、 
令和 8 年度課税(所得)証明書、 
令和 7 年分源泉徴収票のいずれか１つ

 
事　業 
所得者

在の事業を令和 7 年 1 月 1 日以 

前から営んでいる方

令和 7年１月１日 
～12 月 31 日

令和 8 年度課税(所得)証明書、または 
令和 7 年分所得税確定申告書(控)写し

 現在の事業を令和 7 年 1 月 2 日

以 降から営んでいる

起業から 12 か月、また 
は申込の直近月まで

収入や必要経費の状況がわかる資料

 
無　職

令和 7年 1月 1日以前から無職 令和 8年度課税(所得)証明書

 令和 7年 1月 2日以降に無職 雇用保険受給資格者証、または離職票、退職証明書など

 生活保護受給者 生活保護受給証明書
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(7) 単身入居については、６０歳以上の高齢者の方や障害者手帳をお持ちの方など

入居できる条件があります。ただし、２ＬＤＫまでの住宅となります（３ＬＤＫ

の申込はできません。）詳しくはお問い合わせください。 

 

(8) 今回公募する住宅は、中古住宅であり過去の入居者が持ち込みした設備や物品

が希に残置している場合があります。入居後お気づきの際には（入居後 1ヶ月程

度の期間を目途に）お申出頂き、撤去・廃棄の請求を住宅管理係へ行ってくださ

い。本来住宅に備えられていない設備や物品等残置物について、お申出頂いてい

なかった場合、以後入居者の所有物として取り扱いいたしますとともに、過去の

入居者の持ち込み等であっても退去の際に撤去していただきます。撤去に

係る経費やご利用の場合の不調の修理の費用、ご利用に係る費用等は入居者ご

自身の負担となりますのでご承知おきください。 

※ 退去等の際に“知らなかった”、“説明がなかった”、“見解の相違である”

等と負担を逃れるための言い訳はご遠慮ください。 
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Ⅱ　 特定公共賃貸住宅 （単身用） 

 

１　公募団地　＜全１戸＞ 

 

 

 

２　家　　　賃　　　　　月額 ３８，０００円　別途車庫使用料月額 ３，０００円 

※　共用部電気料及び車庫前の除雪費用が別途かかります。町内会でのとりま

とめになります。入居後、町内会長へ詳細をお聞きください。 

 

 

３　入 居 資 格 

　公営住宅（世帯用）の入居資格は、次の１～６を全て満たしていることが要件です。 

 

(1) 単身者の方（同居する方がいないこと） 

 

(2) ニセコ町に住所がある方、もしくは入居後ニセコ町の住民になる方。 

※　町営住宅に住む方は、必ずニセコ町に住民票を置いていただきます。 

 

(3) 市町村民税や市町村の使用料などを滞納していない方 

 

(4) 算定する１ヶ月当たりの世帯の所得が１５万８千円以上、４８万７千円以下の

方（１５万８千円未満の場合は、所得の上昇が見込まれる方）  

①　給与収入者の場合　⇒　年間収入　2,968,000 円以上 7,826,666 円以下 

②　事業所得者の場合　⇒　所得月額　158,000 円以上 487,000 円以下 

 

(5) ペットは認めません。 

 

(6) 前住民が設置した設備等がある場合、その管理について責任を持

てる方。　　※１０その他、(5)に補足の説明があります。 

 

 

４　申込期間　　令和８年７月１日（水） ～ 令和８年７月１５日（水)　※必着 

場　　所：ニセコ町役場　都市建設課　住宅管理係（庁舎１階） 

受付時間：９時００分から１７時００分（土曜日・日曜日・祝祭日を除く） 

 

 

５　申込に必要な書類（すべて必須） 

 

(1) ニセコ町営住宅入居申込書・同意書（都市建設課で用意しています。） 

 

１
本通Ａ団地 

１号棟　１０５号室

住　所：　ニセコ町字本通１４７番地１ 

１ＬＤＫ　（住戸面積　４５．１９㎡）　車庫有 

平成１１年建設　ＲＣ造　２階建
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(2) 入居申込者の住民票（続柄と本籍地が記載されているもの。） 

※　最新のもので、記載省略の項目はできるだけ無いようにしてください。 

※　単身赴任等で、他市町村に別居扶養家族がいる場合、家族全員分の住民票

が必要です。　 

 

(3) 入居申込者の所得を証明する書類 

※　「10 入居申込者の所得を証明する書類の詳細について」をご確認いただき、

必要な書類を提出してください。 

 

(4) 滞納の無いことの証明書 

※　滞納の無いことの証明書を必ず添付してください。 

（住民税・国民健康保険税・軽自動車税　等で滞納がなければ発行可能） 

※　滞納がある場合はすべて納めていただかなければお申込みはできません。

発行していただく市町村で滞納が無いか確認してください。 

※　課税対象者でない方は、非課税（納税額０円）の証明書を用意してくださ

い。 

 

 

６　申込書の配布・申込先　　 

　　　　　　　　　　　　ニセコ町役場 都市建設課 住宅管理係 

※　原則として、入居を申し込みされる方が直接持参、提出してください。 

 

 

７　入居申込者の審査 

　７月２７日（月）に入居者選考委員会を開催し、申込内容を審査し、入居者を決

定します。当選した方には、当日の概ね夕方にお電話でご連絡します。落選された

方には郵送で通知をします。 

※　住民票等のご提出いただいた書類を返却します） 

※　選考委員会開催日は変更になる場合がございます。） 

 

 

８　入居が決定した場合 

　入居が決定した方は、入居の契約及び敷金の納付、上下水道の使用開始手続きを

行います。詳細は決定した方に通知いたします。 

 

(1) 入居契約に必要なもの 

①　入居者本人（世帯主）の印鑑証明書と印鑑登録をしている印鑑 

②　連帯保証人の印鑑証明書と印鑑登録をしている印鑑 

③　連帯保証人の所得を証明する書類（源泉徴収票のコピー、所得証明書　等） 

④　収入印紙（２００円分） 

 

(2) 連帯保証人の要件  

連帯保証人の要件は、入居者と同等以上の収入がある方となります。 
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(3) 敷金 

敷金は、本来家賃の２か月分です。入居前にお支払いただきます。 

 

(4) 契約等手続き及び敷金の納付期限 

　入居決定後、契約等の手続き及び敷金の納付は、決定した日から１０日以内に

行なっていただきます。 

 

(5) 入居を開始する日 

入居の開始は、特別な事情がない限り、契約手続き及び敷金の納付後１０日以

内にしていただきます。また、住民票をニセコ町に移していただきます。 

 

(6) 町内会への加入など 

　入居開始後は、各団地の町内会に加入していただきます。 

　町内会長さんに、町内会の内容について、説明を受けてください。 

　冬期間の除雪は、入居者が行います。 

　各団地のごみの収集日と、ごみの分別方法について、ニセコ町役場町民生活課

でお尋ねください。 

 

 

９　選考委員会で落選した場合 

　落選された方には郵送で通知し、住民票、所得証明書及び滞納の無いことの証明

書を返却します。落選後も入居を希望する場合は、新たに申し込みが必要となりま

す。 

 

 

１０　入居申込者の所得を証明する書類の詳細について  

 

 

１０　そ　の　他 

 

(1) 入居申込書や提出書類などに誤りや、不正の事実があることが判明した場合は

決定を無効にすることがあります。 

 

(2) 共同生活を送るための協力ができない方は、申込みをご遠慮願います。 

 

 
区分 収入の状況 証明期間 提出書類

 
給与 
所得者

現在の勤務先に令和 7 年 1 月 1 日 
以前から勤務している方

令和 7 年 1 月 1 日 
～12 月 31 日

勤務先が発行した令和 7 年分源泉徴収票、

または令和 8年度課税(所得)証明書

 現在の勤務先に令和 7 年 1 月 2 日 
以降に就職した方

直近 12 か月、または 申

込みの直近月まで

勤務先の証明した給与支給証明書(直近 
12 か月または直近月まで)

 
年金 
所得者

年金・恩給などで生活している方 直近のもの

令和 8年 6月に届いた年金振込通知書、 
令和 8年度課税(所得)証明書、 
令和 7年分源泉徴収票のいずれか１つ

 
事業 
所得者

現在の事業を令和 7 年 1 月 1 日以 

前から営んでいる方

令和 7 年１月１日 
～12 月 31 日

令和 8年度課税(所得)証明書、または 
令和 7年分所得税確定申告書(控)写し

 現在の事業を令和 7 年 1 月 2 日以 

降から営んでいる

起業から 12 か月、また 
は申込の直近月まで

収入や必要経費の状況がわかる資料
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(3) 入居が決定した際は、連帯保証人が必要となります。添付書類として、連帯保

証人の所得がわかる書類、印鑑登録証明書が必要となります。 

 

(4) 住宅には照明器具の設備は設置されていません。それらの設備は入居者自身に

用意していただきますので、あらかじめご了承ください。 

 

(5) 今回公募する住宅は、中古住宅であり過去の入居者が持ち込みした設備や物品

が希に残置している場合があります。入居後お気づきの際には（入居後 1ヶ月程

度の期間を目途に）お申出頂き、撤去・廃棄の請求を住宅管理係へ行ってくださ

い。本来住宅に備えられていない設備や物品等残置物について、お申出頂いてい

なかった場合、以後入居者の所有物として取り扱いいたしますとともに、過去の

入居者の持ち込み等であっても退去の際に撤去いただきます。撤去に係る経

費やご利用の場合の不調の修理の費用、ご利用に係る費用等は入居者ご自身

の負担となりますのでご承知おきください。 

※ 退去等の際に“知らなかった”、“説明がなかった”、“見解の相違である”

等と負担を逃れるための言い訳はご遠慮ください。



新有島団地３号棟

新有島団地２号棟

新有島団地１号棟

新有島団地５号棟

富士
見団
富士見団
地５号棟
富士見団地
１号棟

有島団地４号棟

望羊団地Ｄ棟

望羊団地Ｈ号棟

望羊団地Ｅ号棟

望羊団地Ｃ号棟

望羊団地Ｇ号棟

新有島団地３号棟

新有島団地２号棟

新有島団地１号棟

新有島団地５号棟

富士見団地３号棟

富士見団地５号棟

富士見団地１号棟

有島団地４号棟

望羊団地Ｄ棟

望羊団地Ｈ号棟

望羊団地Ｅ号棟

望羊団地Ｃ号棟

望羊団地Ｇ号棟

ニセコ町役場

本通A団地１号棟



※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。

＜洋室＞

＜居間＞

＜トイレ＞
＜台所＞

＜浴室＞ ＜洗面所＞ ＜玄関＞

75 261 251

収納(A)
洋室 居間

289
365

収納(B)
268

トイレ
164 140

82 45
160

台所 210

160 76 73 37 149 64

有島団地４号棟１０３号室　平面図（略図） （単位：ｃｍ）

洗面台

電気式
温水器

収納(D)
120 浴室

収納（C) 玄関
収納
(E)



和室（６畳）(Ｂ) 収納（Ｂ）
和室（６畳）(Ａ)

ﾎﾞｲﾗｰ
収納Ａ

収納

収納

浴室

洗面所

洗面所

洋室

洋室
収納

収納
台所

洋室収納

収納 トイレ 灯油ダンク置場 玄関

居間

78

172
345 345

洗面台 362
163 97 305

173

82

ﾄｲﾚ 254

168

82

富士見団地　１号棟　１０３号室　　平面図（略図）
※他の部屋の写真の使用及び図面の反転して
いる可能性があります。
各種情報と現状に差異がある場合は、現状優
先となります。

260

和室（６畳）(Ｂ)
和室（６畳）(A)

ﾎﾞｲﾗｰ
浴室

居間

ｶﾞｽｺﾝﾛ置場 台所

洋室

玄関 168
灯油タンク
置き場

84 258

バ
ル
コ
ニ
ー



和室（６畳）(Ａ)

和室（６畳）(Ｂ)

収納（Ａ）

収納（Ｂ）

浴室

居間

洗面所

トイレ

台所

洋室 収納(D) 玄関

灯油タンク置場

収納(B) 78

和室(６畳)(A) 172 収納(A) 和室(６畳)(B)
345 345

146 浴室

居間
362 洗面台

306 37 163

254 洋室

168

玄関

富士見団地　３号棟　１０２号室・２０１号室　　平面図（略図）
※　写真は３号棟２０３号室の空室時のものを掲載しています。
※　他の部屋の写真の使用及び図面の反転している可能性があり
ます。
※　各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。

260 84 260

給
湯
器

173

台所
ガスコン
ロ台

トイレ 82

86
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バ
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和室(６畳)(B)

和室(６畳)(A)

収納(A)

78

浴室

収納(B)

洗面台

居間

洋室

台所

トイレ 灯油タンク置場 玄関

収納(B)

和室(６畳)(B) 172 収納(A)
345 345

洗面台

浴室
居間

362
163 97 305

173

82

254

収納(D)

玄関

富士見団地　５号棟　２０１号室　　平面図（略図）

※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優
先となります。

260 84 260
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給
湯
器
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コンロ台

台所

収納

86 トイレ

168

灯油タンク置場82

258 84

バ
ル
コ
ニ
ー



和畳（６畳）（Ｂ）

収納（Ｂ）

収納（Ａ）

和畳（６畳）（Ａ）

居間

風呂

洋室

洗面所

収納（Ｄ）

トイレ 物置 玄関

台所

新有島団地　１号棟　2０４号室　　平面図（略図）　【単位・ｃｍ】

※他の部屋の写真の使用及び図面の反転している可能性
があります。
   各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となりま
す。
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345
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風呂

345

258
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洋室
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86
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玄関
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163

80

灯油
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173

82
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254
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洗面所

居　間

305



和畳（６畳）（Ｂ）
収納（Ｂ）

和畳（６畳）（Ａ）

収納（Ａ）

風呂

居間

洗面所

トイレ 物置 玄関 収納（Ｄ） 洋室
台所

新有島団地　２号棟2０2号室　　平面図（略図）　【単位・ｃｍ】
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
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収納（Ｂ） 和畳（６畳）（Ｂ）

和畳（６畳）（Ａ）

収納（Ａ）

風呂

居間

洗面所

台所 トイレ 物置 玄関 収納（Ｄ） 洋室

新有島団地　３号棟１０２号室　　平面図（略図）　【単位・ｃｍ】
※他の部屋の写真の使用及び図面の反転している可能性
があります。
   各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となりま
す。
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収納（Ｂ） 和畳（６畳）（Ｂ）

和畳（６畳）（Ａ）

収納（Ａ）

風呂

居間

洗面所

台所

洋室

トイレ 物置 玄関 収納（Ｄ）

新有島団地　５号棟１０２号室　　平面図（略図）　【単位・ｃｍ】
※他の部屋の写真の使用及び図面の反転している可能性
があります。
   各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となりま
す。
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洋室

和室（６畳）(F)

収納(A)

収納（B)

居間

台所

和室（６畳）(G)

ボイラー

収納（Ｃ）、（Ｄ）

洗面台

53

浴室 トイレ 靴収納 収納(E)

132

311 309
収納(A) 86

82 83

103 262

342 315

136

83

110

160
172

77 トイレ 317
146 84

収納(E)
115 収納(D)

107

望羊団地　Ｃ棟　２０１号室　　平面図（略図） 【単位・ｃｍ】

※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。

255 84 252

収納（B)

和室（６畳）(F) 洋室

居　間

台所

洗面台

給湯器

浴室

収納（C)

和室（６畳）(G)

玄関

（灯油タンク
収納場所）

146 102 256

靴
収
納

※　この住宅はもともとボイラー、　電気温水器、浴室のシャワー、網戸がついていません。部屋に設置してある設備
（例：照明器具、ウォシュレットトイレ、灯油タンク、ボイラー（給水・配水管を含む。）がある場合、浴室のシャワー設
備、網戸）は、前入居者の負担で設置したものです。ニセコ町は一斉責任を持ちません。また、退去の際には撤去し
ていただくこととなります。当然、ご使用になり更新の必要が生じた場合の新規購入に係る費用についても、当然入
居者様のご判断により行うことした場合、その費用全額は入居者様ご自身でご負担頂くことをご承知いただきます。
※　この部屋には前入居者が設置したボイラー・シンクへの配管・浴室への配管とシャワー設備が付いております
が、撤去を想定しております。前記した内容をご承知いただける場合のみご相談ください。　
※　更にこの団地は、改修工事を数年以内に予定している団地です。改修工事の前年にはご転居していただく必要
があります。ご応募いただきます場合、あらかじめご了承いください。
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収納(D) 111

103

望羊団地　Ｄ棟　２０２号室　　平面図（略図） 【単位・ｃｍ】

※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
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※　この住宅はもともとボイラー、　電気温水器、浴室のシャワー、網戸がついていません。部屋に設置してある設
備（例：照明器具、ウォシュレットトイレ、灯油タンク、ボイラー（給水・配水管を含む。）がある場合、浴室のシャワー
設備、網戸）は、前入居者の負担で設置したものです。ニセコ町は一斉責任を持ちません。また、退去の際には撤
去していただくこととなります。当然、ご使用になり更新の必要が生じた場合の新規購入に係る費用についても、当
然入居者様のご判断により行うことした場合、その費用全額は入居者様ご自身でご負担頂くことをご承知いただき
ます。
　更にこの団地は、改修工事を数年以内に予定している団地です。改修工事の前年にはご転居していただく必要が
あります。ご応募いただきます場合、あらかじめご了承いください。
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和室（６畳）(G)
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102 267

356 315
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146 84

収納(E)
120 収納(D)
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望羊団地　Ｅ棟　１０３号室・２０１号室・３０1号室・３０４号室　　平面図（略図） 【単位・ｃｍ】

※他の部屋の写真の使用及び図面の反転している可能性があります。
   各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。

264 84 261
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※　この住宅はもともとボイラー、　電気温水器、浴室のシャワー、網戸がついていません。部屋に設置して
ある設備（例：照明器具、ウォシュレットトイレ、灯油タンク、ボイラー（給水・配水管を含む。）がある場合、浴
室のシャワー設備、網戸）は、前入居者の負担で設置したものです。ニセコ町は一斉責任を持ちません。ま
た、退去の際には撤去していただくこととなります。当然、ご使用になり更新の必要が生じた場合の新規購
入に係る費用についても、当然入居者様のご判断により行うことした場合、その費用全額は入居者様ご自
身でご負担頂くことをご承知いただきます。
※　Ｅ棟３０４号室に前入居者が設置したボイラー・シンクへの配管・浴室への配管とシャワー設備が付いて
おりますが、撤去を想定しております。前記した内容をご承知いただける場合のみご相談ください。
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収納（B)
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収納（E) 110

収納（C)
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和室（B) 灯油タンク 89

玄関

収納（D) 靴収納 台所

256 52 80 120

収納（C) 収納（D) 玄関 灯油タンク トイレ

望羊団地　Ｇ棟１０１号室・２０１号室・３０１号室　　平面図（略図） 【単位・ｃｍ】

※　この住宅はもともとボイラー、　電気温水器、浴室のシャワー、網戸がついていません。部屋
に設置してある設備（例：照明器具、ウォシュレットトイレ、灯油タンク、ボイラー（給水・配水管を
含む。）がある場合、浴室のシャワー設備、網戸）は、前入居者の負担で設置したものです。ニセ
コ町は一斉責任を持ちません。また、退去の際には撤去していただくこととなります。当然、ご使
用になり更新の必要が生じた場合の新規購入に係る費用についても、当然入居者様のご判断
により行うことした場合、その費用全額は入居者様ご自身でご負担頂くことをご承知いただきま
す。
※　更にこの団地は、改修工事を数年以内に予定している団地です。改修工事の前年にはご転
居していただく必要があります。ご応募いただきます場合、あらかじめご了承いください。
※　各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。



和室A 181 84 256 浴室

110 浴室
収納(B) 
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洗面 和室（A) 312

189
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洗面台
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110 収納(E)

収納(C) 
和室（B) 86 トイレ

310
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89 灯油タンク
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靴収納 収納(D) 台所

120 80 52 256

玄関 灯油タンク トイレ

収納（D) 収納（C)

望羊団地　H棟３０１号室　　平面図（略図） 【単位・ｃｍ】

※　この住宅はもともとボイラー、　電気温水器、浴室のシャワー、網戸がつい
ていません。部屋に設置してある設備（例：照明器具、ウォシュレットトイレ、灯
油タンク、ボイラー（給水・配水管を含む。）がある場合、浴室のシャワー設備、
網戸）は、前入居者の負担で設置したものです。ニセコ町は一斉責任を持ちま
せん。また、退去の際には撤去していただくこととなります。ご使用になり更新
の必要が生じた場合の新規購入に係る費用についても、当然入居者様のご判
断により行うことした場合、その費用全額は入居者様ご自身でご負担頂くことを
ご承知いただきます。
※　更にこの団地は、改修工事を数年以内に予定している団地です。改修工事
の前年にはご転居していただく必要があります。ご応募いただきます場合、あら
かじめご了承いください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。



※実際のものとは多少異なる部分がございます。
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本通Ａ団地１号棟　１０５号室　　平面図（略図）
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別記第1号様式(第3条関係) 

　注　太枠の部分に記入してください。 

 

〈所得計算表〉 

 

 　 抽選番号
 ニセコ町特定公共賃貸住宅入居申込書

 
申
込
者

現住所
フ リ ガ ナ 

氏 名
　  本籍地

 電　話（自宅）　　　　　　（携帯）

 

特
定
公
共
賃
貸
住
宅
に 

入
居
す
る
者
等

氏 名 続柄 生年月日 勤務先の名称及び所在地 年間収入

 入居者 　 本人 　 　 　

 

同居する 

親族

　 　 　 　 　

 　 　 　 　 　

 　 　 　 　 　

 　 　 　 　 　

 
別居 

扶養親族

　 　 　 　

 　 　 　 　 　

 　 　 　 　 　

 

希
望
の
団
地
等

団地・ 

地区名

□ 第１希望（　　　　　　　　　　） 

□ 第２希望（　　　　　　　　　　） 

□ 特に希望なし（どこでもよい）

 摘要 

□ 自動車所有台数　　　　台(車種：　　　　　　　　　　　) 

□ 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳所持（※手帳の写しを添付） 

（該当者名：　　　　　　　　　　） 

□ 寡婦・ひとり親該当（※根拠資料を添付）（該当者名：　　　　　　　　　　）

 1　所得 3　特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律に定める 
所得の基準 

 

  

 

4　所得の上昇が見込まれる (　有 ・ 無　) 

 

5　入居収入基準　（ 適合 ・ 不適合 ） 

　　（____年度入居収入基準___________円） 

 
2　控除額 

 

審査者職氏名　　　　　　　　　　　　　　　　

 （収入）　 （所得）　

 円＝ 円

 円＝ 円

 円＝ 円

 円＝ 円

 合計所得 円

 所得金額： 円

 －控除金額： 円

 収入年額： 円

 収入月額 
（収入年額÷12)

円

 (控除項目) (控除額) （人数） (控除額合計)

 給与・年金所得 円× 人＝ 円

 同居・扶養親族 円× 人＝ 円

 老人扶養親族 円× 人＝ 円

 特定扶養親族 円× 人＝ 円

 障 害 者 円× 人＝ 円

 特 別 障 害 者 円× 人＝ 円

 寡 婦 円× 人＝ 円

 ひ と り 親 円× 人＝ 円

 控除額合計　 円



　注　太枠の部分に記入してください。 

 

 

住

宅

の

困

窮

状

況

次に掲げる住宅の困窮状況のうち、該当するものに○をつけてください。 

1　現在住宅以外の建物又は場所に居住している。 

2　保安上危険な住宅や衛生上有害な状態にある住宅に居住している。 

3　他の世帯と同居しているため、著しく生活上の不便がある。 

4　住宅がないため、親族と同居することができない。 

5　住宅の規模、施設又は間取りと世帯構成との関係から衛生上、風紀上又は教育上不適切な住宅状況にある。 

6　自己の責めによらない理由で、家主、貸し主などから立ち退きを要求され、適当な立ち退き先がない。 

7　住宅がないため、勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている。 

8　収入に比べて著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている。 

9　その他(具体的に記入してください。) 

 
現

在

の

住

宅

現在居住している住宅の種類 

　1　持ち家　　　　　　2 民間アパート・マンション 　3 寮　　 　4 借間・下宿 

　5　公団・公社住宅　　6　市町村・都道府県営住宅　　　　7 社宅　　 9 その他（　　　　　　　）

 
間取り 家賃等 円 世帯構成

 
この申込については、次のことを誓約します。 

1　この申込書に記載した事項は、すべて事実に相違ありません。 

2　この申請書に偽りの事項があった場合は、住宅の入居決定の取消しを受けても異議を申し立てません。 

3　特定公共賃貸住宅に入居する際（入居後含む）に、犬猫等のペットは飼育しません。 

4　申込書及び申込書と現に同居し、又は同居しようとする親族は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する

法律（平成3年法律第77号）第2条第6号に規定する暴力団員ではありません。 

5　この申込書に記入している事項について実態調査をする場合は、その調査を妨げ、又は拒否しません。 

 

年　　月　　日　　　　 

　ニセコ町長　　　様 

申込者氏名　　　　　　　　　　　　　　

 同　意　書 

ニセコ町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成8年11月15日条例第17号)第6条の規定により、ニ

セコ町長が入居者及び同居者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条

第6号に規定する暴力団員であるかどうかについて倶知安警察署長の意見を聴くことについて同意します。 

 

年　　月　　日　　　　 

　ニセコ町長　　　様 

申込者氏名　　　　　　　　　　　　　　 

 調査・確認事項 当落 当 選 ・ 落 選 受付印　　　　

 
団地
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